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前泊港は、本部半島の北約40kmの伊平屋島 

(人口1,165人、島しょ別基本台帳人口 平成 

29年1月1日現在)の東側に位置する地方拠点 

港湾であり、運天港との間に定期フェリーが 

就航しているほか、地元の小型船等が利用し 

ている。 

本港は、昭和47年に沖縄県管理の地方港湾 

として指定され、これまでに、船舶の大型化 

及び港湾取扱貨物量の増加に対応するための 

岸壁等施設や港内の静穏度向上を目的とした 

外郭施設及び波除堤が整備された。 

今後は、岸壁嵩上げ改良や防波堤嵩上げ改良、 

また小型船の利便性向上に配慮した浮桟橋の 

整備が計画されている。 

 
【定期航路】 

      ◇フェリー 伊平屋/運天   ２便/日 

                〔フェリーいへやⅢ756Ｇ/Ｔ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   平成 28年 10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 47年 11月 

 

前泊港

港 湾 取 扱 貨 物 量 の 推 移

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

71,246 
55,796 60,622 67,758 67,585 76,977 

91,258 
106,307 96,091 104,279 

91,632 120,699 
96,477 

123,280 
100,753 

119,982 

140,050 

158,744 

142,774 
143,852 

輸移入輸移出

前泊港

船 舶 乗 降 人 員 の 推 移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

24,664 24,226 
29,862 28,710 28,175 26,145 25,561 24,598 25,541 25,945 

27,656 28,054 

31,956 
30,049 

27,351 

25,391 25,040 25,020 
25,886 26,596 

上陸人員乗込人員

72



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         

      平成 28年 10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  野甫港は、伊平屋島南西部の野甫島(人口91 

人、島しょ別基本台帳人口 平成29年1月1日現在)

に位置する地方生活港湾であり、主に地元小型船

と伊是名島への渡船が利用している。 

 野甫島は、昭和53年に完成した野甫大橋により 

伊平屋島と繋がれており、生活物資は前泊港から 

搬入されている。 

 本港は、昭和47年に沖縄県管理の地方港湾とし 

て指定され、平成20年に港湾区域の変更が行われ 

た。これまでに、-2.0m物揚場や防波堤、浮桟橋

などが順次整備されてきた。 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

         ●国際拠点港湾 
         重要港湾のうち、国際海上輸送網の拠点 

             として、特に重要な政令で定められた港湾。 
         ●重要港湾 
            国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠 

             点となる港湾その他の国の利害に重大な関 

            係を有する政令で定められた港湾。 

         ●地方港湾 
            重要港湾以外の港湾で、概ね地方の利害 

              にかかる港湾。 

         ●56条港湾 
             港湾区域の定めのない港湾で、都道府県 

              知事が水域を公告した港湾。 
         ●避難湾 
             暴風雨に際し、小型船舶等が避難のため 

              停泊することを主たる目的とし、通常貨物 

              の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない 

              港湾。 

 
昭和 56年 3月 
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仲田港は、本部半島の北約28kmの伊是名島 

(人口1,469人、島しょ別基本台帳人口 平成29年 

1月1日現在)の東側に位置する地方拠点港湾であ 

り、運天港との間に定期フェリーが就航している 

ほか、地元の小型船等も利用している。 

 本港は、昭和47年に沖縄県管理の地方港湾と 

して指定され、平成元年に港湾区域の変更が行 

われた。 

 これまで、定期船、不定期船、小型船に対応 

した係留施設や水域施設の他、港内の静穏性を 

高めるための防波堤整備が進められてきたが、 

依然、静穏度が満足されておらず、港の機能向 

上のための検討が進められている。 

 

 
【定期航路】 

    ◇フェリー 伊是名/運天    ２便/日 

               〔フェリーいぜな尚円 971G/T〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

昭和 56年 3月 

仲田港

港 湾 取 扱 貨 物 量 の 推 移
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仲田港

船 舶 乗 降 人 員 の 推 移
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	 	 	 	 	 平成 21 年 6 月	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	 内花港は、伊是名島の北側に位置し、伊平屋

島の野甫港への渡船と地元の小型船が利用して

いる。	

	 本港は、平成元年に沖縄県管理の地方港湾と	

して指定され、これまでに、物揚場、船揚場、	

防波堤等が順次整備され、平成 20 年度には、港	

内の静穏性を高めるための防波堤と渡船利用者	

の利便性向上のための浮桟橋が整備された。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	
	 	 	 		

	

	

        ●港湾法 

             交通の発展及び国土の適正な利用と均衡 

               ある発展に資するため、港湾の秩序ある整 

               備と適正な運営を図るとともに、航路を開 

               発し、及び保全することを目的として、 

               1950年5月31日法律第218号として制定。 

        ●港湾の施設の技術上の基準 
                港湾における安全の確保を図るために、 

               港湾法第56条の2の2に基づき国土交通省令 

               で定められている技術基準。1973年に港湾 

               法の一部改正が行われ、港湾の施設の技術 

               上の基準を制定する条項が追加された。港 

               湾の施設はこの技術上の基準に適合するよ 

               うに建設し、改良し、又は維持しなければ 

               ならないとされている。また、平成19年４ 

               月「港湾の施設の技術上の基準を定める省 

               令の全部を改正する省令」を施行した。 

平成 3年度 
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	 奥港は、沖縄本島最北端の国頭村に位置し、	

主に地元の漁船等の小型船が利用している。	

	 本港は、昭和53年に沖縄県管理の地方港湾と	

して指定され、これまでに、防波堤、物揚場等	

が整備され、現在に至っている。また、自然が	

多く残る風光明媚な場所にあり、夏場には釣り	

やキャンプ等にも利用されている。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

●港湾区域 port area 

         営造物としての港湾を管理運営するため 

        に必要な最小限度の区域であって、国土交 

        通省令で定める手続きにより、国土交通省 

        大臣又は都道府県知事の認可を受けた水域。 

     ●臨港地区 waterfront area 

          港湾の機能を十分に発揮できるよう、港 

        湾を管理運営するために指定された区域を 

        いい、港湾法上、港湾施設の範囲、港湾管 

        理者が行うことができる業務の地域的な範 

        囲及び分区(商港区など)を指定することに 

        より、構造物の建設等の制限を必要のある 

        地域的な範囲を示す。 

     ●港湾隣接地域 area adjacent to the port 

         港湾管理者の長が港湾法に基づき、港湾 

        区域及びこれに隣接する地域を保全する目 

        的をもって工事その他の一定行為を規制す 

        るために指定する地域。 

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

平成 15 年 6 月	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

昭和 56 年 3 月	
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	 	 	 	 	 	 	 平成 15 年 6 月	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

塩屋港は、大宜味村の塩屋湾を港湾区域とし、	

かつては塩屋湾を横断する渡船が利用していた	

が、昭和38年に完成した塩屋大橋により渡船の	

利用はなくなった。	

	本港は、昭和47年に沖縄県管理の地方港湾と	

して指定され、地元の小型船が利用しているが、	

港湾施設は整備されていない。昭和62年に開催	

された海邦国体では漕艇競技の会場として利用	

された。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
●港湾施設 

               港湾法上の港湾施設とは、港湾区域及び 

            臨港地区内にある水域施設、外郭施設など 

            に限定されている。一方、「港湾の施設」 

            は、この限定された港湾施設を意味するの 

            ではなく、社会通念上の港湾すなわち海陸 

            交通の結節点としての活動やマリーナなど 

            港湾を利用する人々の活動が行われている 

            全ての港湾において、これらの港湾を形成 

            する施設が対象とされる。 

          ●公共施設(貨物) 

                港湾施設において、公共事業でつくられ、 

                公共セクター(港湾管理者、埠頭公社等)が 

                管理・運営する施設を公共施設といい、こ 

                れら公共施設で取り扱われる貨物が公共貨 

                物。 

             ●専用施設(貨物) 

                港湾施設において、専ら特定企業の活動 

                に資する施設であり、これら専用施設で取 

                り扱われる貨物が専用貨物。 

昭和 56 年 3 月	
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古宇利港は、運天港の北側の古宇利島に位置

し、以前は、運天港との間に定期フェリーが

就航していたが、平成17年2月に本島側の屋我

地島と古宇利島を繋ぐ古宇利大橋が開通する

と同時に定期船は廃止された。 

 本港は、昭和47年に沖縄県管理の地方港湾と 

して指定され、昭和59年に港湾区域の変更が 

行われた。 

 これまでに外郭施設、係留施設等が整備され 

たが、船揚場不足を解消するため、今後は船 

揚場整備が計画されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 47年 11月 
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      平成 28年 10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
伊江港は、本部半島の北西約9kmの伊江島(人口

4,604人、島しょ別基本台帳人口 平成29年1月1日現

在)の南東側に位置する地方拠点港湾であり、本部

港(本部地区)(本港)との間に定期フェリーが就航

しているほか、産業物資や建設資材等を輸送する不

定期船や、地元の小型船等が利用している。 

  本港は、昭和47年に沖縄県管理の地方港湾として

指定され、平成15年に港湾区域の変更が行われた。

これまでに、係留施設や外郭施設、さらには耐震岸

壁や浮桟橋等の整備が進められてきたが、港内静穏

性が満足されていないため、今後、定期船の安全性

を確保するための静穏度向上対策が検討されてい

る。 
 

【定期航路】 

       ◇フェリー 伊江/本部 ４便/日 

                            ５便/日(7/21～8/31) 

                            ８便/日(12/31～1/3) 

                                   (5/3  ～5/5) 

                  〔ぐすく           616G/T〕 

                  〔いえしま         975G/T〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 56年 3月 

 
伊江港

港 湾 取 扱 貨 物 量 の 推 移
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伊江港

船 舶 乗 降 人 員 の 推 移
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上陸人員乗込人員
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水納港は、本部半島の西約7kmの水納島(人口38

人、島しょ別基本台帳人口 平成29年1月1日現在)

の北東側に位置する地方生活港湾であり、本部港

(渡久地地区)から就航する定期船が主に利用し

ている。また、本島から海水浴などで訪れる観光

客が多いことから、レクリエーション港湾として

も位置づけられている。 

  本港は、昭和47年に沖縄県管理の地方港湾とし

て指定され、昭和61年に港湾区域の変更が行われ

た。これまでに、港湾施設として突堤式の物揚場、

防波堤及び旅客待合所等が整備された。 

 
 

【定期航路】 

  ◇旅客船 水納/渡久地 ２便/日( 12月～ 3月 ) 

                       ３便/日( 4月 ～ 6月 ) 

                              (9/21 ～ 11月) 

                       ６便/日( 7/1 ～ 7/19) 

                              ( 9/1 ～ 9/20) 

                       10便/日( 7/20～ 8/31) 

             〔ニューウイングみんなⅡ  86G/T〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 15年 6月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 47年 11月 

 水納港(本部)

港 湾 取 扱 貨 物 量 の 推 移
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本部港(渡久地地区)(本港)は、本部半島の本部

町西側に位置し、古くから北部の良港として離島

航路の母港、また、かつお漁を中心とした漁業の

拠点として利用され、地元渡久地は港町として栄

えてきた。						

本港は、昭和47年に沖縄県管理の地方港湾とし

て指定され、平成18年３月に本部港に統合された。

現在では、水納島との間に就航している定期船の

他、本部町の小型船基地港として多くの小型船が

利用している。	

		これまでに、定期船のための浮桟橋や旅客待合

所、また地元小型船のための係留施設や浮桟橋、

防波堤改良等が整備された。	

	
【定期航路】	

		◇旅客船	水納/渡久地	２便/日(	12月～	3月	)	

																							３便/日(	4月	～	6月	)	

																														(9/21	～	11月)	

																							６便/日(	7/1	～	7/19)	

																														(	9/1	～	9/20)	

																							10便/日(	7/20～	8/31)	

													〔ニューウイングみんな		65G/T〕	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
 

●ライナー liner 
          定期船。特定の航路に定期的に運航され 

        る船舶のこと。これにより運送される貨物 

        をライナー(定期)という。 

●トランパー tramper 

          定期船に対し、特定の航路を定めずに、 

        貨物の有無により不定期に運航される船舶。 

        これにより運送される貨物をトランパー 

        (不定期)貨物という。 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成 28年 10月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭和 47年 11月 
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平成 15 年 6 月	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

		本部港(渡久地地区)(垣内、エキスポ)は、本部	

半島の本部町北西側に位置し、		昭和50年に開催さ

れた沖縄国際海洋博覧会の際、観光船や連絡船の基

地港として、また、水上ショーや展示船の係留会場

として整備された地区である。海洋博閉会後は、グ

ラスボートなどの小型船の利用の他、背後に立地す

るＢ＆Ｇ財団の青少年海洋センターが海洋スポー

ツの場として利用してきた。	

		本港は、昭和47年に沖縄県管理の地方港湾とし	

て指定され、平成18年３月に本部港に統合された。	

	 現在、垣内地区は、主に地元小型船が利用して	

おり、エキスポ地区は県内建設工事に使用する窯	

業品等の積出し等に利用されている。	

	

	

	

	

	

	

	

	
●岸壁、物揚場 

              海の水際線において船舶を接岸係留させ 

              貨物の積卸、船客の乗降をするため、その 

              前面にほぼ垂直の壁をそなえた構造物で、 

              水深が 4.5m 以上(大型係船岸)のものを岸壁、 

              水深が 4.5m 未満(小型係船岸)のものを物揚 

              場という。 

           ●浮桟橋 floating pier;floating landing stage 

              船客の乗降や貨物の荷役をするため船舶 

              を係留する施設の一種で、基礎構造のない 

              木製、鋼製、鉄筋コンクリート製の長方形 

              をした甲板のある浮函。潮位差の大きい所 

              に設けられる。 

           ●シーバース sea berth 

               海上での所定の船舶停泊場所で、多くは 

              タンカ－のためにあり、パイプラインで送 

              油する沖がかり方式の係留施設。 

           ●ドルフィン dolphin 

              船舶係留のため水中に設ける柱状構造物 

              で陸から孤立している係船岸。 

昭和 63年度 
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	 本部港(浜崎地区)は、本部半島の本部町西側、	

瀬底島の対岸に位置し、瀬底島との連絡港とし	

て利用されていたが、昭和60年の瀬底大橋の開	

通に伴ってその役割を終えた。	

	 本地区は、昭和47年に浜崎港として沖縄県管	

理の地方港湾に指定され、平成18年に本部港に	

統合された。	

	 これまでに、船揚場、海岸保全施設等が整備	

されている。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

●総トン数 gross tonnage(G/T) 
         船舶の甲板から下の部分の容積と甲板か 

        ら上の客室、船員用室などの容積を加えた 

        数値を 100 立方フィートを 1 トンとして表し 

        たトン数、船の大きさを表す最も標準的な 

        トン数で使用料等はこの数値を用いる。 

      ●重量トン数 dead weight tonnage(D/W) 
         貨物を満載状態の排水トン数から貨物を 

        積んでいない時の排水トン数を引いた重量 

      で、積載できる総重量を表す。貨物船、タ 

        ンカーなどの船腹量を表すのに用い、総ト 

        ン数の約 1.5 倍が重量トン数となる。 

     ●排水トン数 displacement tonnage 

         船舶による排水容積に海水の比重を乗じ 

        た船舶の大きさを表す単位の一つ。 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

平成 15 年 6 月	
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平成 15 年 6 月	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

本部港(瀬底地区)は、本部半島の西側の瀬底島	

に位置し、本島と瀬底島を結ぶ瀬底大橋が完成す	

るまでは定期船が１日11往復していた。	

		本港は、昭和47年に沖縄県管理の地方港湾とし	

て指定され、平成18年３月に本部港に統合された。	

		これまでに、突堤式の物揚場が整備されており、	

瀬底大橋が完成した昭和60年以降は地元の小型

船が利用している。	

		今後、施設の老朽化および施設不足を解消する	

ため、船揚場の整備が計画されている	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	
●フルコンテナ船 

            コンテナのみを輸送する目的で専用のセ 

          ルガイドを有する船舶。 

●セミコンテナ船 

               コンテナのみを輸送するがセルガイドを 

             有していない船舶、またはコンテナ貨物と 

             それ以外の貨物を輸送する船舶。 

●RORO船 roll on roll off ship 
              貨物をトラックやフォークリフトで積み 

             卸す(水平荷役方式)ために、船尾や船側に 

             ゲートを有する船舶。 

●LOLO船 lift on lift off ship 

              クレーンを使って貨物を積み卸し（垂直 

             荷役方式）する船舶。コンテナ船が代表的。 

             この場合、クレーンは岸壁に設置されたも 

             のと船舶自体に備えつけられたもの（デリ 

             ッククレーン）がある。 
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本部港(本港地区)は、瀬底島の対岸となる本 

部町崎本部に位置し、北部の拠点港湾(地方拠 

点港湾および産業拠点港湾)として位置づけられ 

ている。 

 昭和50年に開催された沖縄国際海洋博覧会に際 

し、大型客船の接岸バースとしてまた、那覇や 

伊江島からのホーバークラフトの連絡港として 

整備された。現在は、伊江島への定期フェリー 

那覇～鹿児島航路の大型フェリーが毎日寄港す 

ることに加え、外国からの石炭船や国内の貨物 

船が利用しており北部地域の拠点港として機能 

している。 

 現在、「官民連携による国際クルーズ拠点」の形

成に向けて、20万トン級の大型クルーズに対応した

岸壁の整備が進められている。 
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【定期航路】 

       ◇フェリー 伊江/本部 ４便/日       

                            ５便/日(7/21～8/31) 

               ８便/日(12/31～1/3)、(5/3 ～5/5) 

        〔ぐすく 616G/T〕〔いえしま 975G/T〕、他 

本部

港 湾 取 扱 貨 物 量 の 推 移

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

1,672,041 1,539,508 
1,307,420 1,164,857 1,068,078 1,163,200 1,027,492 

1,561,812 

2,150,491 2,283,055 

766,216 
756,171 

779,852 

663,965 789,925 700,637 
730,135 

733,573 

734,516 
729,954 

輸移入輸移出

本部
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平成 28 年 10 月	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		本部港(塩川地区)は、本部半島の本部町南西	

側に位置し、古くから石材積出しに利用されて

きた港である。	

		本港は、本土復帰まで米軍が利用していた施	

設も含め、-４.５m岸壁２バース、-５.５m岸壁	

２バースが整備されており、さらに平成21年に	

は台風時の高潮による施設の保全を目的とした	

沖防波堤が整備されている。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
●トランシップ transhipment 

              積荷港から荷卸港まで、同一船舶で運送 

              されずに、途中港で積み替えされること。 

              A国から積み出された貨物がB国の港湾で他 

              船に積み替えられてC国へ運送される場合、 

              この貨物をトランシップ貨物又は、外貿フ 

              ィーダ貨物という。 

           ●フィーダーサービス feeder service 
              コンテナ船はその輸送効率を高めるため 

              に、特定の主要港湾のみに寄港し、主要港 

              以外で発生する貨物については、主要港湾 

              で積替輸送を行っている。この場合の主要 

              港湾と寄港しない港湾との間の内航船、自 

              動車、鉄道などによるコンテナ貨物の支線 

              輸送をいう。 

昭和 56 年 3 月	
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